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十
七
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四
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一
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事
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程
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一
部
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改

口
県
訓
令
第
五
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目

次

令口
県
事
務
決
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程
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訓
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一

平 成 年
月 日

（水曜日）

次
の
よ
う
に
加
え
る
。

を
「

」
に
改
め
、
同
部

で
を
一
項
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同

中

を

と
し
、

を

と
し

め
、
同
項
の

を
同
項
の

と

第
法

る
す

項
２
第

条

」
に
改

別
表
第
三
の
１
の
表
防
災
危

山
口
県
事
務
決
裁
規
程

山
口
県
事
務
決
裁
規
程
（
昭

る
。別

表
第
三
の
１
の
表
人
事
課

会

」
に
改
め
、
同
項
の

中
「専

中
「

間
期

給
昇
に
び

並
級
昇
、

項
９
第

の

中
８
の
項
を
削
り
、
９
の
項
を
８

表
学
事
文
書
課
の
部
９
の
項
の

、
同
項
の

中
「

の
人

法
校

学

」

し
、
同
項
の

中
「

項
２

第

」
を

め
、
同
項
中

を

と
し
、

の

機
管
理
課
の
部
中
４
の
項
か
ら

の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

和
四
十
四
年
山
口
県
訓
令
第
四
号

の
部
６
の
項
の

中
「

員
委

門

員
委

育
教
、

」
を
「

縮
短

育
教
、

員
委

門
専

」
を
「

級
昇

に
び
並

」
に

一

の
項
と
し
、

の
項
か
ら

の
項

中
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同

を
「

る
す

対
に

人
法

校
学

」
に

「

第
法

用
準

て
い
お

に
項

２
第

条

次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

の
項
ま
で
を
削
り
、
３
の
項
の
次

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

会

」
を
「

長

員
委

育
教
、

長
育

教
、

」
に
改
め
、
同
部
７
の
項
の

、
「

第
、

項
８

第
第

、
項

項

ま項改に す」

訓

令



平成 年 月 日 水曜日

課 安

山 口

保 防

県 報

の消

（号 外 ）

別
項
を
７
の
項
と
し
、

の
項
を
削

表
第
三
の
１
の
表
防
災
危
機
管
理

り
、
同
部
の
次
に
次
の
よ
う
に

課
の
部
中

の
項
を
５
の
項
と

加
え
る
。

し
、

の
項
を
６
の
項
と
し
、

二



平成 年 月 日 水曜日

課

山 口 県

安 保

報

防

（号 外 ）

消

三



平成 年 月 日 水曜日

別
と
し

山 口

別

県 報

別

（号 外 ）

課 安 保 防 消

表
第
三
の
４
の
表
環
境
政
策
課
の

、

を

と
し
、

の
次
に
次
の

表
第
三
の
４
の
表
環
境
政
策
課
の

表
第
三
の
４
の
表
県
民
生
活
課
の

部

の
項
の

中
「

」
を
「

よ
う
に
加
え
る
。

部

の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め

部
３
の
項
の

か
ら

ま
で
を

」
に
改
め
、
同
項
中

を

る
。

次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
三
の
４
の
表
生
活
衛
生
課
の
部
中

の
項
を

の
項
と
し
、

の
項
か
ら

の
項
ま
で
を

四

二



平成

別

年 月 日 水曜日

項
を

に
次

山 口 県

別
と
し別

報 （号 外 ）

項
ず

に
次

表
第
三
の
４
の
表
生
活
衛
生
課
の

の
項
と
し
、
同
部

の
項
の

の
よ
う
に
加
え
る
。

表
第
三
の
４
の
表
生
活
衛
生
課
の

、

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る

表
第
三
の
４
の
表
生
活
衛
生
課
の

つ
繰
り
下
げ
、
同
部

の
項
の

の
よ
う
に
加
え
る
。

部

の
項
中

を

と
し
、

中
「

」
を
「

」
に
改
め
、

部

の
項
中

を

と
し
、

。部
中

の
項
を

の
項
と
し
、

中
「

」
を
「

」
に
改
め
、

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

同
項
中

を

と
し
、

の
前

か
ら

ま
で
を

か
ら

ま
で

の
項
を

の
項
と
し
、

の

同
項
中

を

と
し
、

の
前

別
表
第
三
の
４
の
表
生
活
衛

の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

別
表
第
三
の
４
の
表
生
活
衛

る
。 別

表
第
三
の
４
の
表
生
活
衛

令
行

施
和

昭
第

令
政

年
号

に
改
め
、
同
項
中

を

と
し

別
表
第
三
の
４
の
表
生
活
衛

「

」
と
し
、
同
項
中

を

生
課
の
部

の
項
中

を

と
し

生
課
の
部
中

の
項
を

の
項
と

生
課
の
部

の
項
の

を
同
項
の

て
い

お
に

項
の

こ
下

以
。

政

、

の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る

生
課
の
部
中

の
項
を

の
項
と

と
し
、

の
前
に
次
の
よ
う
に
加

五

、

を

と
し
、

を

と
し
、

し
、
同
項
の
前
に
次
の
よ
う
に
加

と
し
、
同
項
の

中
「

。
う

い
と

」
令

法
師

理
調

）

」
を
「

令
政

。 し
、
同
部

の
項
の

中
「

」

え
る
。

え 」 を



平成 年 月 日 水曜日

別
４
の

同
項

山 口 県 報 （号 外 ）

表
第
三
の
４
の
表
生
活
衛
生
課
の

項
か
ら
７
の
項
ま
で
を
二
項
ず
つ

中

を

と
し
、

の
前
に
次

部
中
９
の
項
及
び

の
項
を
削

繰
り
下
げ
、
同
部
３
の
項
の

の
よ
う
に
加
え
る
。

り
、
８
の
項
を

の
項
と
し
、

中
「

」
を
「

」
に
改
め
、

別
表
第
三
の
４
の
表
生
活
衛

と
し
、

の
次
に
次
の
よ
う
に

別
表
第
三
の
４
の
表
生
活
衛

項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る

生
課
の
部
３
の
項
中

を

と
し

加
え
る
。

生
課
の
部
中
３
の
項
を
５
の
項
と

。

、

か
ら

ま
で
を

か
ら

ま

し
、
２
の
項
を
４
の
項
と
し
、
１

六

での



平成

別

年 月 日 水曜日

別

山 口 県

別
つ
繰

報 号 外 ）

表
第
三
の
５
の
表
指
導
監
査
室
の

表
第
三
の
５
の
表
厚
政
課
の
部
に

表
第
三
の
５
の
表
厚
政
課
の
部
中

り
下
げ
、
５
の
項
の
次
に
次
の
よ

部
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る

次
の
よ
う
に
加
え
る
。

の
項
を

の
項
と
し
、
６
の

う
に
加
え
る
。

。 項
か
ら

の
項
ま
で
を
一
項
ず

七



平成 年 月 日 水曜日

課

山 口

策 政

県 報

療

（号 外 ）

医

八



平成 年 月 日 水曜日

別

に
定

保
者

山 口 県

課 策

報

政 療

（号 外 ）

医

表
第
三
の
５
の
表
医
務
保
険
課
の

の
等

金
出

拠
者

険
保

等
険

令
政

る
す

関

等
定

算

」
に
改
め
、
同
部
３

部
１
の
項
の

中
「

政
る

す
関

に

保
康

健
民

国

令

」
を
「

康
健

民
国

の
項
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

被
び

及
金

担
負

庫
国

の
険

等
金

担
負

庫
国

の
険
保

用算
の

別
表
第
三
の
５
の
表
医
務
保
険
課
の
部
４
の
項
に
次
の
よ
う
に

九

加
え
る
。



平成 年 月 日 水曜日

別
う
に別

の
の

山 口

別
同
項

県 報

同
項別

う
に

（号 外 ）

別
表
第
三
の
５
の
表
医
務
保
険
課
の

加
え
る
。

表
第
三
の
５
の
表
医
務
保
険
課
の

中
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同

前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

表
第
三
の
５
の
表
医
務
保
険
課
の

中

を

と
し
、

の
前
に
次
の

中

を

と
し
、

の
前
に
次
の

表
第
三
の
５
の
表
医
務
保
険
課
の

加
え
る
。

表
第
三
の
５
の
表
医
務
保
険
課
の

部
６
の
項
中

を

と
し
、

部
中

の
項
を

の
項
と
し
、

項
中

を

と
し
、

か
ら

部
６
の
項
の

中
「

び
及
」

よ
う
に
加
え
る
。

よ
う
に
加
え
る
。

部
５
の
項
中

を

と
し
、

部
５
の
項
の

中
「

び
及

」
を

と
し
、

の
前
に
次
の
よ

の
項
を
削
り
、
同
部

の
項

ま
で
を

か
ら

ま
で
と
し
、

を
「

ら
か

で
ま

」
に
改
め
、

を

と
し
、

の
前
に
次
の
よ

を
「

ら
か

で
ま

」
に
改
め
、

別
表
第
三
の
５
の
表
医
務
保

の
項
と
し
、
同
部
７
の
項
中
「昭

同
部
６
の
項
の
次
に
次
の
よ
う

険
課
の
部
中

の
項
を

の
項
と

和
第

律
法

年
。

号

」
を
削

に
加
え
る
。

し
、
９
の
項
を
削
り
、
８
の
項
を

り
、
同
項
を
同
部

の
項
と
し

一
〇

、



平成 年 月 日 水曜日

別
る
。

山 口 県

別
４
のを

報 号 外 ）

表
第
三
の
５
の
表
健
康
増
進
課
の

表
第
三
の
５
の
表
地
域
医
療
推
進

項
を
５
の
項
と
し
、
３
の
項
を
４

次
の
よ
う
に
改
め
る
。

部
中
１
の
項
を
２
の
項
と
し
、

室
の
部
を
削
り
、
同
表
健
康
増

の
項
と
し
、
２
の
項
を
３
の
項

同
項
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え

進
課
の
部
中
５
の
項
を
削
り
、

と
し
、
同
部
１
の
項
の

及
び

一
一



平成 年 月 日 水曜日 山 口

別
項
ず

え
る

県 報

別

師
技

のる
。

（号 外 ）

別
改
め別」

表
第
三
の
５
の
表
健
康
増
進
課
の

つ
繰
り
上
げ
、

の
項
を

の
項

。 表
第
三
の
５
の
表
健
康
増
進
課
の

関
に

等
師

技
査

検
生

衛
、

法
る

す

中
「

」
を
「

ら
か

で
ま

」

表
第
三
の
５
の
表
健
康
増
進
課
の

、
同
項
中

を

と
し
、

を

表
第
三
の
５
の
表
健
康
増
進
課
の

を
「

ら
か

で
ま

」
に
改
め
、
同

部
中
９
の
項
を
８
の
項
と
し
、

と
し
、

の
項
を

の
項
と
し

部
８
の
項
を
同
部
７
の
項
と
し

律

」
を
「

関
に

等
師

技
査

検
床

臨

に
改
め
、
同
項
中

を

と
し

部
６
の
項
を
削
り
、
同
部
７
の

と
し
、

の
次
に
次
の
よ
う
に

部
７
の
項
を
同
部
６
の
項
と
し

項
中

を

と
し
、

の
次
に

の
項
か
ら

の
項
ま
で
を
一

、
同
項
の
前
に
次
の
よ
う
に
加

、
同
部
９
の
項
中
「

律
法

る
す

査
検
床
臨

」
に
改
め
、
同
項

、

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

項
の

中
「

」
を
「

」
に

加
え
る
。

、
同
部
８
の
項
の

中
「

び
及

次
の
よ
う
に
加
え
る
。

一
二



平成

次
の

年 月 日 水曜日

別
し
、別

福
童

山 口 県

別
と
し

報

加
え

（号 外 ）

別

第
４

第
条

性
効

を

第

、
局

よ
う
に
加
え
る
。

表
第
三
の
５
の
表
薬
務
課
の
部

か
ら

ま
で
を

か
ら

ま
で

表
第
三
の
５
の
表
こ
ど
も
未
来
課

令
行

施
法

祉

」
を
「

法
祉

福
童

児

表
第
三
の
５
の
表
薬
務
課
の
部
２

、

か
ら

ま
で
を

か
ら

ま

る
。

表
第
三
の
５
の
表
薬
務
課
の
部
２

に
等

保
確

の
性

全
安

び
及

項
４

る
す

関

」
に
改
め
、
同
項
の

中

項
１

」
を
「第

項
１

第
８

の
条

同
項
の

と
し
、
同
項
の

中

）
号

」
を
「

令
政

」
に
、
「

所
業

営
は

又
舗

店

す
存

」
を
「

所
業

営

の
項
の

中
「

」
を
「

」

と
し
、

の
次
に
次
の
よ
う
に

の
部
を
削
り
、
同
表
障
害
者
支

令
行

施
和

昭
第

令
政

年
号

の
項
の

中
「

申
具

」
を
「
知

通

で
と
し
、

を
削
り
、

の
次

の
項
中
「

法
事

薬

」
を
「

律
法

品
薬

医

」
に
改
め
、
同
項
の

中

「

舗
店

」
を
「

等
所

業
営

」
に
改

」
に
改
め
、
同
項
の

中
「

「

、
設

開
局

薬

」
を
削
り
、
「

所
業

営
は

又
舗

店
る

事
薬

」
を
「

等

す
存

」
に
改
め
、
同
項
中

を

に
改
め
、
同
項
中

を

と

加
え
る
。

援
課
の
部
４
の
項
の

中
「

）

児

」
に
改
め
、
同
部
の
次
に

」
に
改
め
、
同
項
中

を

に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 、

質
品

の
等

器
機

療
医
、

有

「

項
２

第
条

４
第

」
を
「

４
第

め
、
同
項
の

中
「第

の
条

」
を
「

」
に
改
め
、
同
項
の

令
行

施
法

和
昭等

所
業

営
る

令
政
年

」
に
、
「薬

と
し
、

の
前
に
次
の
よ
う
に

一
三



平成 年 月 日 水曜日

課 策

山 口

政

県 報

も ど

（号 外 ）

こ

一
四



平成 年 月 日 水曜日

課 策

山 口 県

政

報

も ど

（号 外 ）

こ

一
五



平成 年 月 日 水曜日

課 庭

山 口

家 も

県 報

ど

（号 外 ）

こ 課 策 政 も ど こ

一
六



平成 年 月 日 水曜日

課 庭

山 口 県

家

報

も ど

（号 外 ）

こ

一
七



平成 年 月 日 水曜日

改
め

山 口

課 庭別

県 報

家 も

（号 外 ）

ど こ
、
同
部
１
の
項
を
次
の
よ
う
に
改

表
第
三
の
６
の
表
企
業
立
地
推
進

め
る
。

室
の
部
中
「

室
進

推
地

立
業

企

」
を
「

課
進

推
地

立
業

企

」
に

一
八



平成 年 月 日 水曜日

し
、

加
え

山 口 県

別
改
め

表
農

項
４

同
項

報

別
に
改

り
、の

る
。

（号 外 ）

別
同
部

の
項
の

中
「

」
を

る
。

表
第
三
の
７
の
表
企
画
流
通
課
の

、
同
部
７
の
項
中
「

化
代

近
業

漁

業
振
興
課
の
部
６
の
項
の

中

」
を
「

項
５

第

」
に
改
め
、
同
項

の

か
ら

ま
で
を
削
り
、
同
項

表
第
三
の
６
の
表
経
営
金
融
課
の

め
、
同
項
の

中
「

２
第

条
６

第

同
項
の

中
「

ら
か

で
ま

」
を

項
を
削
り
、

の
項
を

の
項
と

表
第
三
の
６
の
表
交
通
政
策
課
の

」
に
改
め
、
同
項
中

を

部
中
「

課
通

流
画

企

」
を
「

法
成

助
金

資

ち
ぶ

」
を
「

化
代

近
業

漁

「

項
５

第

」
を
「

項
６

第

」
に
改

の

中
「

項
６

第
条

６
第

」
を

の

中
「

」
を
「

」
に
改

部

の
項
の

中
「

項

１
第

条
５

第

」
を
「

項
２

第
条

８
第

」
に

「

び
及

」
に
改
め
、
同
項
の

し
、

の
項
を

の
項
と
し
、

部
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

と
し
、

の
次
に
次
の
よ
う
に

課
進

推
ち

ぐ
ま

や
ま
う

」
に

法
通

融
金

資

」
に
改
め
、
同

め
、
同
部

の
項
の

中
「第

「

項
５

第
条

６
第

」
に
改
め
、

め
、
同
項
の

を
同
項
の

と

項

」
を
「

項
１

第
条

７
第

」

改
め
、
同
項
の

及
び

を
削

を
同
項
の

と
し
、
同
部
中

同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

別
表
第
三
の
７
の
表
農
村
整

す
用

準
て

い
お

に
項

６
第

第
法

る
「

法
事

薬

」
を
「

療
医

、
品
薬
医

に
改
め
、
同
項
の

中
「

業
貸

賃

め
、
同
項
の

を
同
項
の

と

全
安
び
及

性
効
有
、

質
品

確
の

性

備
課
の
部
１
の
項
の

中
「

項
５

第

項
８

第
２

の
条

」
に
改
め
、

性
効

有
、
質
品

の
等
器

機
安

び
及

」
を
「

業
与

貸

」
に
改
め
、
同

し
、
同
項
の

中
「

関
に
等

保

令
行

施
法
事

薬

令
行
施

律
法
る
す

」

一
九

」
を
「

第
法

、
項
５

第
３
の

条

同
表
畜
産
振
興
課
の
部

の
項

る
す
関

に
等
保

確
の

性
全

律
法

項
の

中
「

」
を
「

」
に

」
を
「

の
等

器
機
療

医
、

品
薬

医

に
改
め
、
同
項
中

を

と
し
、

中」改



平成 年 月 日 水曜日

同
部

改
め

項
の

山 口

別別
か
ら

の
項

条
８

県 報

別の
し
、

号 外 ）

別

知

」
４
の
項
の

中
「

協
の

て
い

つ
に

、
同
項
中

か
ら

ま
で
を
削
り

を
同
項
の

と
し
、
同
表
河
川

表
第
三
の
８
の
表
道
路
建
設
課
の

表
第
三
の
８
の
表
道
路
建
設
課
の

ま
で
と
し
、
同
項
の

中
「

の

中
「

条
６

第

」
を
「

項
２

第

条
７

第

」
に
改
め
、
同
部
３
の
項

表
第
三
の
７
の
表
森
林
整
備
課
の

項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
上
げ
、

６
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

表
第
三
の
７
の
表
畜
産
振
興
課

に
改
め
、
同
項
中

を

と
し
、議

」
を
「

出
届

の

」
に
、
「

、

を

と
し
、
同
項
の

中

課
の
部
に
次
の
よ
う
に
加
え
る

部
１
の
項
の

を
次
の
よ
う
に

部
１
の
項
中

を
削
り
、

を

」
を
「

」
に
改
め
、
同
項
の

項
１

第

」
に
改
め
、
同
項
の

の

中
「

項
１

第
条

４
第

」
を

部
中
７
の
項
を
削
り
、
８
の
項

別
表
第
三
の
８
の
表
道
路
整
備

る
。

の
部

の
項
の

中
「

の
て

い
つ

を

と
し
、

の
次
に
次
の

」
を
「

」
に

「

」
を
「

」
に
改
め
、
同

。 改
め
る
。

と
し
、

か
ら

ま
で
を

を
同
項
の

と
し
、
同
部
２

中
「

項
２

第
条

７
第

」
を
「第

「

項
１

第
条

５
第

」
に
改
め
、

を
７
の
項
と
し
、
９
の
項
か
ら

課
の
部
中
７
の
項
を
８
の
項
と

出
申

の
見

意

」
を
「

通
る

係

よ
う
に
加
え
る
。

二
〇



平成 年 月 日 水曜日 山 口 県

別
「い

と

宅

別と

報

別ま

（号 外 ）

別

６
第

表
第
三
の
８
の
表
住
宅
課
の
部

規
行

施
法

業
引

取
物

建
地

則

）
。

う

昭

」
に
改
め
、
同
項
中

を

表
第
三
の
８
の
表
住
宅
課
の
部

し
、
同
部
に
次
の
よ
う
に
加
え
る

表
第
三
の
８
の
表
住
宅
課
の
部

で
と
し
、

の
次
に
次
の
よ
う
に

表
第
三
の
８
の
表
港
湾
課
の
部
７

項
項

９
第

」
に
改
め
、
同
表
建

の
項
中

か
ら

ま
で
を
削
り

和
第

令
省

設
建

年
下

以
。

号

と
し
、

を

と
し
、

の

の
項
の

中
「

」
を
「

」

。 の
項
中

を
削
り
、

を

と

加
え
る
。

の
項
の

中
「

項
５

第
、

項
３

第

築
指
導
課
の
部
に
次
の
よ
う
に

、
同
項
の

中
「

令
省

」
を

て
い

お
に

項
の
こ

」
令
省

次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

に
改
め
、
同
項
の

を
同
項
の

し
、

か
ら

ま
で
を

か
ら

項
８

第

」
を
「

、
項
４
第

加
え
る
。

二
一



平
成
二

平
成
二

平成 年 月 日 水曜日 山 口 県 報 （号 外 ）

こ十
七
年
四
月
一
日
印
刷

十
七
年
四
月
一
日
発
行

附

則

の
訓
令
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月発

行
所

山

口

県

発
行
人

山
口
県
知

一
日
か
ら
施
行
す
る
。

庁事

二
二


